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２０１７年１２月議会 ５日(火)から始まる

１２月５日（火）、６日（水）　 午前１０時～　本会議開会（議案上程、説明、
８議案即決(下記アンダーライン)、議長・副議長・監査委員改選、所属委員会決定等）
１２月１２日（水）―１５日（金）午前１０時～本会議（議案質疑、一般質問）
１２月１８日（月）―１９日（火）午前１０時～　各常任委員会　

２０日（水）  予備日
１２月２６日（火）　午後１時～ 本会議(委員長報告、質疑、討論、採決)閉会
人事院勧告に基く条例の改正と補正予算に反対討論
人事院勧告に基く条例の一部改正２議案（議員報酬・費用弁償及び期末手当に関する条例、職員給与条例等(市長･副市長を含む））と人事院勧告・人事異動関係の人件費増(１４９百万円)の一般会計、国保特会、介護特会、後期高齢者医療特会、水道会計、下水道会計の補正予算の６議案は、５日の初日に即決されました。
【反対した理由】
１、人事院勧告の内容について、充分な審査が行われていない。（即決に反対）

２、人事院勧告の内容（給料０.１５％アップ、一時金０.０５－０.１ヶ月アップ）に市民の皆さんは納得されるのでしょうか。

３、金がない、金がないと言いながら、職員給与等の為に１４９百万円を前年度繰越金からポンと出すこと。
桑名市にお金がない訳ではありません。住民サービスをケチっているだけです。
星野公平の一般質問 （１３日午後予定）
最初に、市長の冒頭発言に対してひとこと言わせて頂きます。
1� 災対策、② 新病医院整備事業、③ 桑名駅周辺の整備、④ 地域子育て支援拠
点整備事業、⑤ 地域創造プロジェクト等、公約として掲げた事業は着実に進んでいるとの事でしたが、本当でしょうか。　　　　　　　     (右頁上段に続く)
「ルールある経済社会」と「自主・自立の平和外交」
世界の動きがわかる「しんぶん赤旗」をお読みください。
日刊紙　月３,４９７円　　日曜版　月８２３円
桑名市議員団 星野公平のＨＰは　 http://hoshino.jcpweb.net/
ご意見をお寄せください　ＦＡＸは　２２－３０２８　（星野自宅）
「地域創造プロジェクト」の地区センターの廃止については住民は納得していません。人の配置についても適格な人が現職員の中にいるのでしょうか。不安を煽っています。桑名駅周辺の整備は工事は始まっていますが、市民に迷惑をかけ、完成すると交通上更に大変な混雑を招く事になりそうです。
「小中一貫教育」問題と福祉ヴィレッジ（多世代共生施設）整備事業には、触れられませんでした。住民ニーズの観点に立っておらず、見通しもなく、進んでいません。この２件の推進には反対です。
【質問内容】　１、教育問題に関して
（１）小中一貫教育・校（小学校の統廃合）について
①多度地区の説明会で何を得たか。
②住民の意見を真摯に聞き、対応しているのか。
２、社会保障に関して
（１）介護保険計画について
①｢国家賠償請求訴訟｣はどうなっているのか。責任の所在は。

②｢成年後見制度｣はどうなっているのか。

（２）障害者福祉計画について
①就労継続支援Ａ・Ｂ型事業所の市内の状況は。
３、都市計画に関連して
（１）西方・北別所一帯(高塚山古墳周辺)の宅地開発｢簡易環境影響評価書｣から
　　　①市内の環境悪化と対策は。
（２）高塚山古墳周辺の宅地開発を許すのか
①市作成の諸計画で、今まで何を言ってきたのか。矛盾していないか。
（３）駅周辺（東・西側）の開発について
　　　①計画は出来ているのか。公表予定は。
②「都市計画審議会」議事録より、住民の意見は反映されているのか。

４、最近の入札状況から　（１）くじ引きで良いのか
第２次安倍政権　異常な社会保障費の削減を進める
国は｢財政健全化｣のためといって、医療、介護、障害者福祉、子育て、生活保護、年金などの各分野で｢適正化｣｢効率化｣の名で予算削減を狙っています。　　　　ｐ安倍政権下で国内総生産(ＧＤＰ)に占める社会保障支出は２０１３年から３年連続で減少しています。こんなことは｢構造改革｣の名で社会保障費カットを進めた小泉政権でも起きませんでした。第２次安倍政権は、５年間で１兆４６００億円もの社会保障の自然増を削減する異常な事態です。　　　　　　　　　　　　　ｐ社会保障費の削減方針は、ほとんど｢経団連｣の要求です。財界の言いなりを止め、大企業・大資産家に応分の負担を求める税の集め方の改革や、社会保障や教育を優先にした税の使い方の改革によって、日本経済を再生させましょう。
１、診療報酬の改定　プラス改定を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ来年４月から診療報酬(公的医療保険の医療行為や薬の価格等)の改定をめぐる議論がされています。社会保障費の大幅削減を狙う安倍政権の下で財務省がマイナス改定を主張しているのに対し、医療関係者からは、安心・安全の医療を国民に保障するためにプラス改定を求める声が上がっています。　　　　　　　　　　　　　　ｐ診療報酬が減らされる中、地方でも都市部でも医療機関が経営困難になり、医療現場に矛盾と歪みを広げています。患者の窓口負担を軽減する事と合わせ、診療報酬のプラス改定に向け国は責任を果たすべきです。　　　　　　　　　　　　　　ｐ国民の健康を守るために公的医療の果たす役割は高まっています。きめ細かな医療を国民に提供できる体制を強化することは病気の早期発見、早期治療にとって重要です。これによって重症化を防げば、長期的に医療費の膨張を抑えることができます。国民を医療機関から遠ざけることにつながる制度改悪は、医療保険財政を圧迫する危険な道です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ診療報酬など社会保障費の｢自然増｣を毎年無理やり削りこむ安倍政権のやり方に道理はありません。

２、介護報酬改定　引き上げと仕組みの改善を　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ報酬のマイナス改定が繰り返された下で、多くの介護事業者は経営困難を強いられ、利用者が必要な介護サービスを使えない事態が相次いでいます。しかも政府は介護報酬の削減を通じてサービスに利用制限をかける動きを強めています。現場の危機的状況に歯止めをかけ、安心できる介護の仕組みを実現するために介護報酬の引き上げ､仕組みの改善が求められます｡　　　　　　　　　　　　　　ｐ介護報酬削減は一人一人が使う介護サービスの量と質の縮減に繋がる為、利用者・家族に大きな負担と困難を強いるものになっています。これまでも要支援の人の｢保険外し｣などが行われ、｢負担あって介護なし｣と批判されてきましたが、２０１８年度改定では、深刻な利用制限が厚労省の審議会で検討されています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐその典型が、訪問介護で調理や掃除をする｢生活援助｣の利用回数制限です。厚労省が基準を設け、それを超える利用は、市区町村に設けられた会議で検証し、｢是正｣を求めるというものです。一律の利用制限につながるやり方です。｢自立重視｣の名で介護保険からの“卒業”も強化しようとしています。国民に長年保険料を負担させておいて、使いたい時にサービスを使えない―こんな｢国家的詐欺｣は認められません｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ安倍政権による介護現場の実態を無視した乱暴な給付減と負担増を許さず、拡充に転じる世論と運動を広げましょう。

３、障害者の負担増　食費軽減措置を廃止　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ通所施設を利用している低所得の障害者向けの食費軽減措置を来年３月末で廃止する方針を提案し、障害者や家族、施設関係者の不安と怒りを広げています。　ｐ軽減措置は、「食事提供体制加算」で、障害者の日中の生活や就労を支援する施設(共同作業所など)を対象に、利用者向けの食事を調理して給食として提供する場合に人件費分として公費から支出する仕組みです。　　　　　　　　　　　ｐ軽減措置がなくなれば、障害者の全額自己負担にもつながる危険があり、施設に通うことを断念する人たちが続出しかねません。利用者負担に転嫁させないように施設側が負担増分をかぶることになれば大幅な減収となり、運営には大きな打撃となります。障害者の置かれている暮らしの実態を無視した負担増案はきっぱり撤回するしかありません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ２００６年４月施行の利用者に｢応益負担｣を強いる「障害者自立支援法」によって、全額自己負担にされましたが、障害者の負担があまりに重くなるため、同法施行後３年間の｢激変緩和｣措置として｢食事提供体制加算｣が設けられ、延長が重ねられてきました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ２０１０年１月、｢障害者自立支援法｣廃止を求めた違憲訴訟で、国は原告団・弁護団と和解し、｢基本合意｣を結びました。その中で国は、当事者の実態調査や意見を十分踏まえず拙速に制度を施行し、応益負担の導入で障害者、家族らに多大な混乱と生活への悪影響を招き、｢障害者の人間としての尊厳を深く傷つけたことに心から反省｣すると表明しました。加算廃止は、政府自身の言明に反します。ｐ加算の存続をはじめ、障害福祉の報酬や予算の増額と抜本的拡充が必要です。
４、生活保護　｢生活扶助｣を大きく引き下げる案　　　　　　　　　　　　　　ｐ生活保護受給世帯以外の一般低所得世帯の消費支出との比較をもとに生活扶助基準を算出しています。住んでいる地域によって増加する場合もありますが、大都市ではほとんどの世帯が減額になります。中学生と小学生の子どもがいる４０代夫婦の生活扶助(加算を除く)の支給額は、現行の月額約１８万５千円から約１６万円に大幅に減額。６５歳の高齢単身者も、現行月約８万円から７万３千円に引き下げられます。母子加算も見直され引き下げられます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ生活保護基準は５年に１度見直しが行われます。社会保障審議会の報告をふまえて厚生労働相が決定します。前回の見直し(２０１３年度)では、生活扶助基準を３年かけて総額約６７０億円を削減し、全国各地で違憲訴訟(いのちのとりで裁判)が起こるなど（三重県内でも闘われています）反発が広がっています。
ＮＨＫ 受信料徴収 ｢合憲｣｢支払い義務 合意必要｣ 最高裁[image: image1.png]



日本共産党桑名市議団　星野公平ニュース
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Ｎｏ．２９７　　　２０１７年　　１２　月　１４　日


発行　　　　日本共産党桑名市議員団 　☎２４－１３１０


発行場所　桑名市中央町２－３７　桑名市役所議員控室


自宅　　　　桑名市立花町１－１４－７ 　☎２２－２９７５











































































































